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○恵庭市児童福祉施設入所児童に対する面会旅費助成要綱

平成21年4月1日

(目的) 

第1条 この要綱は、市外の児童福祉施設(以下「施設」という。)に入所する児童を持つ保

護義務者に対し、施設面会のための交通費(以下「面会旅費」という。)を助成することに

より、家族の経済的負担の軽減と福祉向上を図ることを目的とする。

(対象者) 

第2条 面会旅費の助成を受けることができる保護義務者は、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。

(1) 市内に住所を有している者

(2) 助成を受けようとする日の属する年の前年分(助成を受けようとする日が1月1日か

ら5月31日までの間であるときは前々年分)の所得税(合計所得金額に算入される所得に

課される所得税をいう。)が課されていない者

(3) 助成を受けようとする日の属する年度の4月1日における年齢が18歳未満の児童で、

市外の施設に入所している児童の保護義務者

(助成の額) 

第3条 助成の額は、面会に行く保護義務者1人分の交通費とし、次の各号に掲げる区分に

より行う。ただし、同一の年度で往復12回分(面会施設が複数ある場合にあっては、それ

ぞれについて12回分)を限度とする。

(1) 公共交通機関を利用する場合 自宅の最寄駅から施設の最寄駅までの次に掲げる鉄

道運賃(駅から自宅又は施設までの路程中バス等が運行されている場合は当該バス運賃

等を、バス等が運行されていない場合であって、駅から自宅又は施設までの距離が2キ

ロメートル以上であるときは、その距離を基準に1キロメートル当たり20円を乗じて得

た金額を加算し、旅客運賃の割引がある場合は割引後の運賃とする。) 

ア 片道100キロメートル未満の場合 普通旅客運賃

イ ア以外の場合 普通旅客運賃及び指定席特急料金(現に特急列車が運行されている

場合に限る。) 

(2) 前号以外の場合 自宅から面会に行く施設までの距離を基準に1キロメートル当た

り20円を乗じて得た金額

(助成の申請及び決定) 

第4条 面会旅費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、恵庭市児童福祉
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施設入所児童面会旅費助成申請書(第1号様式)及び施設訪問証明書(第2号様式)を市長に提

出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、児童施設入所台帳を確認の上、助成の可否を児童

福祉施設入所児童面会旅費助成決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者へ通知するも

のとする。

(助成金の返還) 

第5条 市長は、真実を偽り、その他不正に助成金の支給を受けた者があるときは、その者

に対して、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則) 

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

2 恵庭市社会福祉施設入所者に対する面会旅費助成要綱(昭和53年4月1日実施)は、廃止す

る。

附 則 抄

(実施期日) 

1 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
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